
AIやデジタル技術を活用して取引データを分析し、 
法令違反のリスクを早期に検知して未然防止の仕組を提供します

AIやデジタルを活用した中小受託取引適正化法 
（取適法）対応の高度化・効率化

中小受託取引適正化法（旧下請法）の勧告リスクの増大
定期調査数や勧告数は令和3年（2023年）「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」の
公表以降、増加しており、中小受託取引適正化法（旧下請法）の執行強化と改正による勧告リスクは近年、増大しています。

出典：令和5年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組：https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240605_R5_
honbun.pdf

定期調査の実施状況
親事業者調査

令和5年度 80,000 330,000 410,000

46,900 199,138 246,038

33,100 130,862 163,962

70,000 300,000 370,000

37,993 176,799 214,792

32,007 123,201 155,208

65,000 300,000 365,000

37,280 169,318 206,598

27,720 130,682 158,402

製造委託等（注1）

（注1）製造委託等：製造委託及び修理委託をいう。
（注2）役務委託等：情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。 令和元年度
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【活用事例】AIチャットボットを活用した企業およびデロイトの支援例：発注企業における取適法（改正下請法）違反の未然防止

AI／デジタルを活用した取適法対応
取適法対応に求められる管理強化に関し、各社とも膨大な数の取引により、網羅的な確認ができなかったり、
追加の管理行為に割くリソースの不足が生じたりしており、AI／デジタルを活用した取適法対応の高度化・効率化も必要です。

（課題）
取適法に関し、当局から産業別の取引適正化ガイドラインや講習会
テキスト、業界団体からの自主行動計画等、膨大な文書が提供され
ている一方で、担当者ごとに判断が異なる可能性がある。会社とし
て標準的・統一的な判断ができるようにし、取適法違反を未然防止
したい。

（AIを活用したソリューション）
AIに法令、ガイドライン、講習会テキスト等の公開情報、過去の違反が懸念
される事例を学習させ、取適法違反が懸念される取引が生じた場合に、担
当者がAIチャットポッドに問い合わせることで、取適法違反の可能性や未然
防止のための留意点等について回答してもらい、各担当者の判断、意思決
定に役立てる。

取適法AIソリューション　AIチャットボット

発注企業

AIエージェント（生成AI）
相談・インプット

回答

契約書・発注書・
請求書等

発注・
支払データ等

発注システム等

弁護士の判断
ロジック等 過去違反事例

ナレッジとして
生成AIに読み込ませる
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チャットボットへの相談例 チャットボットの回答例

発注・契約段階
「見積もり合わせ」の段階で、発注前に試作や
図面作成を依頼し、その費用を支払わないの
は問題ですか？

はい、発注前の段階であっても、親事業者の依頼に基づき下請事業者が試作や図面作成などの作業を 
行い、成果物を提出した場合、正当な理由なく無償とすることは下請法違反（不当な経済的利益の提供
要請）となる可能性があります。発注前の作業でも、費用負担について事前に合意し、必要に応じて 
支払いを行う必要があります。

納品・検収段階
量産品納品後、親事業者側の都合で急遽 
納品数量を減らすよう指示され、余剰在庫が
発生しました。この場合の取り扱いは？

発注済み・製造済みの製品について、親事業者の都合で納品数量を減らし、余剰在庫が下請事業者に
発生した場合、その損失を下請事業者に一方的に負担させることは下請法違反（返品・発注取消し等の
禁止）となる可能性があります。発注後の数量変更は慎重に行い、必要に応じて補償や協議を行って 
ください。

支払・
価格決定段階

支払サイトを120日など長期化する運用に 
していますが問題ないですか？

下請法では、納品日または検収日から60日以内に代金を支払うことが義務付けられています。 
支払サイトを60日超に設定することは違反となります。現行運用を見直してください。

アフターサービス・
リコール対応段階

リコールや不具合対応で、親事業者が直接 
関与せず、下請事業者だけに無償で再作業や
出張対応をさせることは問題ありませんか？

リコールや不具合対応で、下請事業者の責任範囲を超えて無償で再作業や出張対応を強いることは、 
「不当な経済的利益の提供要請」として下請法違反となる場合があります。原因や責任区分を明確にし、
必要な費用は親事業者も負担するよう検討してください。
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